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2018/ 
6 月 2 日議事録 NPO ふくてっく定例会 

司会 池端 会員 

場所 大阪市立社会福祉センター 

＊事務局報告＊	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中北	 会員	

・会報できました。ＨＰにアップいたします。（春岡会員より）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

＊閲覧資料および書籍の紹介＊	

Ａ催し・事業企画の案内 

 Ａ-1	 7/22	 兵庫・丹波の里山を知ろう！触れよう！～これからも持続可能な里山保全にするために～	

	 Ａ-2	 7/20	 サマーコンサート（杢千秋氏紹介）	 Ａ-3	 大阪宅老所	 総会資料	 	

	 Ａ-4	 7/7	 ゆめ風で会いましょうのちらし	 Ａ-5	 障害者防災リーダー養成講座	 於：ビックアイ	

Ｂ他団体の機関紙等 

Ｂ-1	 まねき猫通信		190 ひきめ	 	 Ｂ-2	 サポネ通信		№82	 Ｂ-3	 サロンあべの		Vol	382	 	 	

Ｂ-4	 ハニー・ビー通信	 №115	 	 Ｂ-5	 ゆめごよみ風だより	 No.83	 	 Ｂ-6	 おたっしゃ通信	 第 55号	 フェリスモ

ンテ	 山王丸氏退任	 	 Ｂ-7	 アルミ缶	

Ｃ情報誌 

 Ｃ-1	 ウォロ№518（4・5月号）6/3 ボラ協総会	 	 Ｃ-2	 infini（福祉の情報誌）	 創刊号から第 5号	 	 	

Ｃ-3	 ＣＯＭＶＯ	 6月号	

Ｄその他 

 Ｄ-1	 （社福）そうそうの杜による鴫野地区活性化計画	

	 Ｄ-2	 CANVASよるがく＆カフェ	 6/8「社会で支える障害者の就労」	 7/27「発達障害者の就労を考える」	

	 Ｄ-3	 大阪 NPOセンター	 定時総会議事録	 Ｄ-4	 ゆめ風	 リスクノック調査資料	

＊学習会＊ 13：40～15：10 

（仮）「公証人役場の役割」	 	 	 公証人：下野	 恭裕氏	

公証人は何をしている人？どんな仕事をされているの？という疑問にお答えするようにお話をしたいと思います。	

民事を専門に裁判官を 33年程やっていて今は公証人として活動しています。33年のうち６年ほど、国家賠償訴訟の検事も務

めていました。公証人の資格は、司法試験合格者で検事、裁判官、弁護士で、ある程度の経験をつんでいなければなれず、法

務大臣から任命される国家公務員です。個人でやっていますが役場と言っています。弁護士は法に関する争いごと（法務事務）

に係ることができますが、公証人には法務事務はできません。公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員と言うことに

なります。国家公務員なのですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入よって事務を

運営しており、手数料の公務員とも言われています。全国で約 500 名の公証人がいて、約 300 箇所の公証人役場があります。	

私文書でも公証人役場でつくれば公の効力をもつ証明書になります。	

公証事務とは、すなわち公証人が提供する法的サービスで大きくわけると	

≪公正証書の作成≫・・・公証人がその権限において作成する公文書のこと。当事者の意思に基づいて作成されたものである

という強い推定が働き、これを争う相手の方で虚偽であると反証しない限りこの推定は破れない。公証事務には、遺言、任意

後見契約、金銭消費貸借、離婚などがあります。	

≪認証の付与≫・・・私署証書について、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明すること。文書

の内容（金額が適切かどうかなど）について認証しているのではない。	

≪確定日付の付与≫・・・私署証書に公証人が確定日付を押捺して、その日にその文書が存在したことを証明すること。	 	

の３種類となります。	

例えば、借用書を作成したが、借りていないとか、署名していないとか、金額が違うなどなどで、お金を返してもらえないの

で裁判になる。貸し借りした時に公証役場で公正証書をつくればあれこれ言えなくなる。また、その借用書に、「債務不履行

の時は直ちに強制執行に服します。」という文章を入れておけば裁判をせずに強制執行が行える。ただし、両者の合意が必要

になります。	

遺言について、自筆遺言書は、このようにしないと効力がないということが民法で決まっています。全文自筆、日付、氏名な

ど。間違いは付記して直したところは署名押印。遺言者が亡くなった場合は、推定相続人を集めて家庭裁判所で開封。保管は

厳重に行うこと。また、認知症が進行していることがわかった場合、遺言書が無効になることも・・・。	

公証人役場で遺言書を作成する場合は、認知症の方でも良い状態のときに話を聞きながら進めるので作成できることもありま

す。また、法的に意味のあることや足りないことを補いながら作成できますし、法に反したものはつくれません。原本（署名

押印）は公証人役場で本人が 120歳になられるまで保管、画像データとして公証人連合会にも保管、正本を本人に返す。相続

法の改正で法務局が保管する、全文自筆もなくなるような動きがあります。	

今日の話だけでは分からないことばかりだと思いますので、何か公的に証明しなければならないような事案がでた場合ご相談

ください。連合会ＨＰのＱ＆Ａも参照してください。	
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１．ふくてっくのつどい                             小川 会員 

・5月 27日（日）	 5時間共生・共走リレーマラソン＆自由木工に参加しました。	

20 名（ランナー7名含）の協力で無事終了。結果は、5時間で 60組の参加、リレーマラソン 50周（1.2km/周）でした。	

・9月 22日（土）	 ATC で木工活動を開催します。➣自然木にふれる！入場料設定は、親の負担も考えて検討中	

「もくの会」の大阪市住まいの情報センタータイアップ事業への協力となります。	

・10月 24 日（水）	 羽曳野市立幼稚園で木工活動を開催します。	

今年で閉園となる園児達に思い出となる記念の催しとしたいとの希望を聞いています。➣どのようなものが記念となるか？	

・カメラマンの竹内さんが京都ギャラリー翔にて子店を開催されます。来月入会予定！	

２．東大阪部会  清水 会員 

①	 5月の東大阪における改造助成・介護住改の検証活動は7日間（5/2.10.16.17.21.24.31）延べ 12名が活動しました。	

・東大阪市事前相談会	 担当：5/17	 小川	

②		5 月 19日部会（10:00～12:00）参加者 6名。「事例検討等」	

③		住まい情報センター	 ・タイアップ事業 7/8（日）13：30～	 	 住まい情報ｾﾝﾀｰ 3 階研修ホール	

住み慣れた家で暮らしていくために「介護保険による住宅改修/トラブル回避術！」➣寸劇やります！	

	 ・出前講座	

	 	 7/25(水）13:30～15:00「たかが手すり	 されど手すり」	 依頼者/生魂女子会	 会場/生魂会館	

8/2（木）13:30～15:00「たかが手すり	 されど手すり」	 依頼者/阿倍野区老人福祉ｾﾝﾀｰ	 会場/阿倍野区老人福祉ｾﾝﾀｰ	

8/31(金)	10:30～12:00「介護保険による住宅改修」	 依頼者/福島区老人福祉ｾﾝﾀｰ	 会場/福島区老人福祉ｾﾝﾀｰ	

④		東大阪あれこれ	 テーマ：東大阪の昔昔の昔はなし	 担当：曽我部会員	 地名の生駒の駒（馬）のおはなし	

３．こむねっと部会 中北 会員 

■第三者評価	 ㈱ぐりーん	 自己評価始まる。➣7/2 以降自己評価が帰ってきます。夏休みに訪問調査よてい。	

	 	 児童養護 3施設評価の受審料が入金しました。	

■ぱあとなぁ	 5/14ミーティング	 旧らんの建屋を GHに利用することは不適当と報告	

	 	 	 	 	 解体建てなおしのプランを示して検討に委ねる。	

	 	 	 	次回ミーティングは6/20	 運営委員会 6/26	 ➣道路後退やお金のことがあり今後どうするかを検討する。	

■リスクノック	 プレ調査 5/14（福本邸）5/15（長崎邸）	 6/12 第２回検討会議（ココプラザ）➣交通費の清算を！	

■こむねっと部会	 5/19	 	

放デイ用第三者評価基準試作版の検討➣障害をベースに保育の視点も加え、最終報告は奈良県版で	

㈱ぐりーん評価活動スケジュール検討	

	 	 	 	第三者評価事業の拡大に向けて	

■BCP 研	 	 	 	5/30	 8/25-26	 らいとぴあ 21で一泊研修	 6/27次回会議	

■その他		 		 6/3	 ボラ協総会	

	 	 	 	6/21	 大阪精神医療人権協会	 事例検討会	 	 7/14	 A病院訪問面談	

社会資源（空き家・空き地）活用による障がい者地域生活環境整備事業計画について	

＊ひとことタイム＊（会員による個人の情報発信コーナー） 

ことばあそび	 	 中北：にぎやかに	 ゆめをかたろう	 うきよをわすれ	 はるかみらいに	 いばしょはあらん	

【にゅうばい】	 	 	 	 にっかもの	 ゆわりがうまい	 ういすきー	 はいぼーるもまた	 いいかもね	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 にこにこと	 ゆかたきこんで	 うれしそう	 はいはいしたのは	 いつのころ	

	 ７月は	 	 	 	 	 	 	 にしのそら	 ゆうひかがやく	 うみべにて	 はいれぐみずぎも	 いきなもの	

【せみしぐれ】	 松本：にんちしょう	 ゆだんすれば	 うんてんし	 ばばあとじじいは	 いまいずこ	

＊初参加者の感想＊（初参加者には例会参加の動機、参加した感想など一言お話しいただきますのでご協力ください） 

	

＊次回例会の司会予定＊  

平成 30年 7月 7日 
司会：稲住会員 

五十音順です。予定者の都合が悪い場合は、次の会員が担当となります。

予定：上田会員 大塚会員 

＊次回以降の予定＊ 

・7月 7日（土）13：30～17：00	 会場：大阪市立社会福祉センター	

■学習会	 内容未定	

・8月 4日（土）13：30～17：00	 会場：大阪市立社会福祉センター	

■総会	

理事会の予定	

・第 2回定例理事会	 決算理事会	 	 	 	 	 	 30 年 8月 4日（土）午前	 	 会場：大阪市立社会福祉センター	

 


